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１．緑の基本計画における｢石川河川軸」の位置づけ 

 平成 19 年度に策定された「富田林市緑の基本計画」では、本調査の対象地である石川は、緑の将来

像で「石川河川軸」に区分され、富田林の環境の骨格を形成する緑として位置づけられている。 

 

「富田林市緑の基本計画」より抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■緑の評価と課題の整理 

＜石川河川軸＞ 

 富田林中央部を流れる石川は、富田林市の水と緑の環境骨格であり、市街地に形成を規定するととも

に、のびやかなオープンスペースと多様な生物の生息環境となることで環境保全上貴重な緑の財産とな

っています。河川区域の一部が石川河川公園として整備されていますが、今後さらに、恵まれた自然環

境の保全・復元・育成とともに、市民の貴重なオープンスペースとしての活用が望まれます。 

■ゾーン別の緑の基本方針（石川河川軸） 

 市域を縦断し、富田林市の都市構造を大きく規定している要素となっています。水の生物・川原の生

物を含む豊かな河川生態系の保全・再生を図り、河川ならではの広がりある緑の空間と景観を活用しな

がら、憩いや環境学習、健康増進活動等、人々の多様な活動の場となるシンボリックな水と緑の交流軸

を形成させます。 

■環境保全系統の緑の配置方針 

○富田林市の自然環境を特徴づける緑 

 富田林市の背骨となる水と緑の環境軸であり貴重な水辺の自然や動植物の生息空間を有し、地域の保

水力を高めています。また、ひろがりのあるのびやかな景観形成に寄与するほか、市街地の外縁部にあ

ってヒートアイランド現象の緩和等都市環境の保全に重要な役割を有します。 

■レクリエーション系統の緑の配置方針 

○広域的なレクリエーションの場となる緑 

 （前略）府営石川河川公園は河川の動植物の生息環境として、自然レクリエーション拠点となります。 

○レクリエーションを結びつける緑 

 （前略）石川サイクリングロードは、市内の主要な公園・緑地やレクリエーション拠点を結ぶネット

ワーク路となります。 

■防災系統の緑の配置方針 

○避難場所・避難路をかたちづくる緑、防災機能を有する緑 

 地域防災計画において、府営石川河川公園は一時避難地として位置づけられており、防災上重要な後

援・緑地となります。 

■景観構成系統の配置方針 

○富田林の自然景観を特徴づける緑 

 石川は、市域を縦断する骨格的な景観として、スケールの大きな水と緑の河川軸景観を形づくってい

ます。 
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■富田林市の環境の骨格を形成する緑の保全と育成 

○水と緑の交流軸の形成：石川河川軸 

 石川河川区域は、富田林市内のほぼ全陸域が府営石川河川公園区域となっており、一部区域がグラウ

ンドや広場として供用されています。近年、河川整備においては河川本来の多様な自然環境の保全・再

生が基本方針のひとつとなっており、石川においても現在「自然ゾーン」の整備が進められているとこ

ろです。近年、大和川に天然アユの遡上がみられており、石川にもアユをはじめとする魚類の遡上が可

能な川とすることが大切です。河川は山から海へと繋がっていく多様な生態系の回廊であり、石川にお

いても水際の多様な自然と人々の多様なふれあい活動が行われる貴重な空間であることから、「水と緑

の交流軸」の形成を府との連携のもとに推進します。 

■富田林市の暮らしの質を高める緑の創出と育成 

○大規模な公園・緑地の整備と運営 

 富田林市における広域的・基幹的な公園・緑地である府営錦織公園ならびに府営石川河川公園につい

ては、今後の大阪府の事業との連携を図りながら整備を促します。それらの公園の整備や維持管理にお

いては、地元住民をはじめとして市内の NPO や自然保護団体がコーディネーター役となり、市内各地

域での緑の保全活動とも連携を図りつつ、広く市民の参加を得て活動を展開させていくものとします。

（後略） 
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＜富田林市緑の基本計画「緑の将来像図」＞ 

 

※「石川河川軸」は、富田林市の“環境の骨格を形成する緑”に位置づけられている。 
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２.「石川河川軸」の詳細調査 

（１）調査対象地の位置 

  本調査では、「富田林市緑の基本計画」に「石川河川軸」として区分されている石川河川敷につい

て、現在の状況や植生、保全すべき自然等について調査を行った。市域内の石川中・下流部（金剛大

橋以北）の大部分は府営「石川河川公園」となっており、上流部（金剛大橋以南）には市のグラウン

ドが整備されている。また石川本流には取水のための井堰が多数設置されており、河川の自然環境保

全を検討する上で重要な構成要素となっている。 

彼方地区憩いの広場 

河南橋 

喜志大橋 

新北橋 

金剛大橋 

西浦井堰 

西条井堰 

昭和橋 

川西大橋 

高橋 

伏見堂大橋 

千代田橋 

嶋井堰 

下天溝井堰 

上天溝井堰 

下深井堰 

欠田井堰 

深溝井堰 

荒前井堰 

石川河川公園 

川西ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

西板持ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

喜志ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

錦織地区ふれあい広場 

P 
若松東ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

石川ｻｲｸﾙ橋 
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（２）周辺の植生 

  石川河川敷の代表的な植生について、比較的自然度が高いと思われる高橋下流右岸（彼方地区憩い

の広場の下流側）、およびワイルドフラワー等の外来草本が多く見られる金剛大橋上流左岸の河川敷

について、植生の概略調査を行った。 

●高橋下流右岸（彼方地区憩いの広場の下流側） 

 大部分がセイバンモロコシの草地となっており、その中にワイルドフラワー（オオキンケイギク等）

のロゼットや根株が多数生育しているが、一部にオギやチガヤ草地も見られる。 

金剛大橋 

ｶﾅﾑｸﾞﾗ 

ｱﾚﾁｳﾘ 
ﾁｶﾞﾔ 

ｵｵﾌﾞﾀｸｻ 

ｱｷﾆﾚ等 

ｶﾅﾑｸﾞﾗ 

ｵｷﾞ 

ｵｷﾞ 

ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ 

ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ 

ｸｽﾞ 

ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ 

ﾁｶﾞﾔ 

ｾｲﾀｶﾖｼ 

石川 
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●金剛大橋上流左岸 

   クズが広い面積に繁茂しており、その周辺部にオギ、ススキ、セイタカヨシ、ツルヨシなどの在

来種草地が比較的多く見られる。堤防沿いはセイバンモロコシの草地となっている。 

ｵｷﾞ 

ｸｽﾞ 

ｸｽﾞ 

ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ 

ﾂﾙﾖｼ 

ｽｽｷ 

ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ 
ｵｷﾞ 

ｸｽﾞ 

ｾｲﾀｶﾖｼ 

ｱｷﾆﾚ等 

ｵｷﾞ 

ｾｲﾀｶﾖｼ 

ｽｽｷ 

ﾖﾓｷﾞ､ﾒﾄﾞﾊｷﾞ 
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（３）緑地の状況 

① 金剛大橋以南 

 川西大橋より上流の河川敷は、部分的に広場利用されているほかは比較的自然草地が残されており、

背後に樹林がある箇所ではホタルの生息も見られるようである。川西大橋下流右岸には市営グラウンド

が連続しており、護岸もコンクリートのためこの間の自然環境は貧弱な状況である。また金剛大橋上流

の外来草本地のほかにもワルナスビなど外来種の侵入が多く見られた。その一方で今回の調査だけでカ

ヤネズミの営巣が２箇所発見されなど、良好なオギ草地が点在している状況にある。 

 ＜現地踏査＞ 調査日：H26 年 6 月 18 日、6 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○千代田橋から下流側を見る。右岸の護岸下部は草の生える自然護岸が採用されている。 

 川岸にせまる樹林・竹林はホタルの生息地となっている。 

○千代田橋右岸上流側。施設造成で整備された

コンクリート壁は竹で緑化されている。 

○千代田橋左岸下流側。 
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○伏見道大橋から上流側を見る。水際は自然な川原と草地になっており、右岸の河川敷には大阪府の

アドプトリバー制度※で、地域住民によって花壇が整備されている。 

※大阪府アドプトリバープログラム 

 「アドプト・リバー・プログラム」の「アドプト」とは、「養子にする」という意味です。このプログラムは、  

地域の団体等に河川の一定区間の美化活動を継続的に行っていただくもので、河川管理者（各土木事務所な  

ど）、参加される団体、及び地元市町村の三者で、参加団体の美化活動の内容や、河川管理者・市町村の協力・ 

分担内容などを定めて協定を結ぶものです。  ＜大阪府ホームページより：富田林市内では４箇所で実施＞ 

○高橋から見た上流（写真左）と下流（写真右）。両岸ともハードなコンクリート護岸となっている。 

○滝谷不動にいたる朱塗りの高橋には、地元小  

学校の絵が飾られている。 

○高橋の右岸側に沿って流れる農業用水路。 
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○アドプトリバーの対象地となっている「錦織  

地区ふれ愛広場」。 

○堰の横に設けられた魚道。比較的ゆるやか  

で魚が遡上しやすいと思われる。 

○クズに覆われた河川敷が目立つが、その中に  

良好なオギ原も点在している。 

○深溝井堰に設置されたラバーダム（ゴム製  

堰）※で止水域ができている。 

※ラバーダム（ゴム引布製起伏堰（ゴムひきぬのせいきふくぜき）） 

 ゴム引布製のチューブに空気や水を注入・排出することで起伏させる堰。ゴム堰、ラバーダム、バルーンダム、 

ファブリダム（住友電気工業の登録商標）ともいう。  ＜フリー百科事典『ウィキペディアより＞ 

○庭の延長になった堤防草地。グラウンドカバーの園芸種イワダレソウが繁茂している。 
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○川西大橋下流左岸のオギ草地。 ○カワラマツバ（アカネ科）。全国に分布する  

が、富田林周辺ではあまり見られない。 

○西板持グラウンド ○川西グラウンド 

○川西大橋下流の市営グラウンド付近の護岸は、天端部および法面がコンクリートになってお  

り、グラウンドがすぐに接しているため、河川敷の川原や草地環境の連続性が見られない。 
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○富田林高校下の上天溝井堰付近。川岸にオギ草地や樹林地が見られる。井堰には魚道は設置されて

いないようで、魚の遡上は困難と思われる。 

○上天溝井堰の右岸に広がるオギ草地で、最近に作られたカヤネズミ※（大阪府レッドデータブック

準絶滅危惧種）の巣が見られた。 

○金剛大橋上流右岸のオギ草地でも、カヤネズミの巣（古い巣）が発見された。 

※カヤネズミ： 日本では一番小さなネズミで体重 7～14g。休耕田や河川敷などに生息し、ススキなどイネ科の

葉を使って地表から約 1m の高さに直径 10cm ほどの小さな球形の巣を作る。羽曳野市域の石川河川公園自然ゾ

ーンにも生息している。 
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○金剛大橋上流右岸の河川敷草地。かつてワイルドフラワーが播種されたため、現在もオオキンケイ

ギク（特定外来生物※）などの外来草本が定着している。 

○野生化した外来草本のガウラ（園芸種） ○外来種の草地の横には、在来のチガヤ草原  

も見られる。 

○金剛大橋上流左岸の樹林地。 ○樹林地の中にある竹林。管理されており、   

テイカカズラやバランに覆われている。 

※特定外来生物： 外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼ

すもの、又は及ぼすおそれがあるものとして「特定外来生物法」で指定されている生物。 
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② 金剛大橋以北 

 金剛大橋より以北には大阪府営石川河川公園が整備されており、富田林市の管理施設としては２ヶ所

のグラウンドや寺内町散策のための駐車場などがある。石川河川公園の「西行うたのみち」「千早いき

いき広場」「千早つどいの広場」の大部分は芝生広場で、一部でグリーンベルト創出の取り組みがされ

ているものの、自然環境の多様性は低い状況と言える。河南橋より以北の両岸は「自然ゾーン B・D 地

区」として石川本来の自然環境保全を目的とした公園区域となっており、希少植物ミゾコウジュの自生

地があるなど自然の草地が広がっている。しかしながら河川の自然の営み（増水、フラッシュ等）が途

絶えているため、クズや外来種の繁茂、樹木の侵入などが目立ち自然環境保全上の課題となっている。 

 ＜現地踏査＞ 調査日：H26 年 6 月 18 日、6 月 28 日、H26 年 10 月～H27 年 2 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○金剛大橋上流左岸の河川敷。最近まで一部が近隣の駐車場として利用  

されていたため裸地が目立つ。水際にはヤブカンゾウが見られた。 

○金剛大橋下流右岸から対岸を見る 
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○金剛大橋下流左岸には、寺内町散策のための  

駐車場が整備された。 

○河川敷内の土砂掘削等により、不法耕作地  

が一掃された金剛大橋下流部左岸。 

○新北橋右岸の健康遊具広場。緑の芝に見える  

箇所は人工芝で冬季も青々としている。 

○新北橋は昨年の出水で損傷し、工事のため  

にその下の園路が通行止めになっている。 

○石川河川公園内「西行うたのみち」の修景

池。循環式の樋や人工池は現在は稼働して

いない（金剛大橋下流右岸）。 

○千早川との合流点に芝生整備された「千早

いきいき広場」 
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○石川河川敷にある若松東グラウンド 

（新北橋下流左岸） 

○河川敷内の一部には耕作地が残っている。

（金剛大橋下流左岸） 

○エノキ、ムクノキ、アキニレ等の樹林地 

（サイクル橋下流左岸） 

○「千早つどいの広場」の喜志大橋上流部では、本流沿いにグリーンベルトとなるセイタカヨシ

の高茎草地を刈り残す取り組みがされている。（写真 H26 年 10 月） 

○桜が満開の時期の「千早花街道」 

（サイクル橋下流左岸 写真 H26 年 4 月） 
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○喜志グラウンド上流側の広場では、自然の再

生整備が行われ、良いオギ草地が定着した。 

（喜志大橋上流右岸 写真 H26 年 10 月） 

○増水時に問題となる大きく成長した樹木。 

河南橋上流右岸の自然ゾーン B 地区では、

比較的小さな灌木類を除草時に伐根した。 

○河南橋下流左岸の自然ゾーン D 地区では、クズ除草の実験区をもうけてオギやセイタカヨシ

草地の育成を図っているが、クズの猛威に対応しきれていない。（写真右 H25 年 6 月） 

○自然ゾーン D地区には、希少植物ミゾコウジュ（大阪府レッドデータブック「準絶滅危惧種」）

の自生地があり、約 20 年前から市民による保全活動が行われている。（写真 H26 年 6 月） 
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３.保全施策の提案 

（１）現地調査結果のまとめ 

  富田林市域の石川河川敷は、下流部には石川河川公園、上流部にはグラウンドや広場が整備されて

面的な利用が行われており、その多くは自然環境が人為的に改変されている。その他の河川敷はセイ

タカヨシなどの高茎草地が多く見られるものの、クズ繁茂やセイバンモロコシなどの外来草本が侵入

し、本来の河川の自然環境とは異なった状況になっている。これは、洪水防止のための低水護岸整備

や河道固定によって増水やフラッシュなどの川の営みが少なくなったこと、また取水のための井堰や

ラバーダムなどによって止水的な環境が増えたためと考えられる。 

一方、河南橋下流の石川河川公園「自然ゾーン」は、約 20 年前の市民運動によって低水護岸が整

備されずに水辺の自然環境が残され、現在も自然を守る活動が継続されており、富田林市域の自然と

して重要な箇所となっている。しかしながら、自然環境の現況は他の箇所と同様の課題をかかえてお

り、今後どのようにして石川本来の自然環境を保全していくか早急な取組みが必要とされている。 

 

（２）自然保全手法の検討 

1）希少な動植物の保護と生物多様性保全施策 

  石川河川敷の草地にはカヤネズミが各所に生息しているが、その実態はよくわかっていない。また、

ミゾコウジュについても、現在知られている自生地以外の調査は特に行われていない（カヤネズミ、

ミゾコウジュいずれも大阪府レッドデータブック準絶滅危惧種）。 

石川河川公園では市民協働の取組みとしてこれらの保護活動が行われているが、富田林市域の石川

全体で現況調査を行った上で、市としての保護施策が必要とされる。そのためには、現在、国レベル

で進められている生物多様性保全の施策と連携して取り組むことが有効だと考えられる。 

2）外来草本の除去･侵入対策 

  石川河川敷には多くの外来草本が見られるが、その中でも特に「外来生物法（特定外来生物による

生態系等に係る被害の防止に関する法律）」で「特定外来生物」に指定されているオオキンケイギク、

アレチウリは、可能なかぎり除去することが求められる。 

また「要注意外来生物」にも石川でみられる多数の植物が指定されているが、キショウブやホテイ

アオイなど花が美しいために人為的に拡散されやすい種類にも注意が必要である。これらについては、

市民に対する啓発ＰＲなどを積極的に行っていくことが求められる。 

 

3）本流沿いのグリーンベルト創出 

  現在、河川敷に整備されている広場やグラウンドは、その多くが人工的な空間となっており、自然

環境としての資質や生物多様性が低い状況にある。また河川の自然環境は上下流が連続していること

が重要であり、さまざまな動植物が連続する草地などを移動経路として利用している。人工的な広場

やグラウンドの空間が、本流沿いの低水護岸から堤防まで全面を占めてしまうと、河川の自然環境の

特徴は大きく損なわれしまう。 

  そこで石川河川公園の一部では、本流沿いにオギ・セイタカヨシ等の高茎草地を刈り残して、上下

流に連続するグリーンベルトを創出する取組みが行われている。人工的なグラウンドがつづく川西大
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橋下流付近や、新しく整備された金剛大橋の臨時駐車場等にもこのようなグリーンベルトを創出する

ことで、損なわれた自然環境を少しでも再生することが望ましい。 

 

 ＜石川河川公園でのグリーンベルト創出例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）魚道の工夫 

  石川本流には多数の井堰があり、一部には魚道も設置されているが、その魚道が実際に機能してい

るかどうかは検討の余地があると考えられる。富田林高校科学部の調査などで、羽曳野市の松井井堰

まではアユが遡上していることが確認されているが、富田林市域まで遡上しているかどうかは不明で、

その他の魚にとっても現在の井堰やラバーダムが上下流を移動する障壁になっている可能性がある。 

  魚道の設置や既存魚道の改修を検討するほか、落差が少ない井堰（深溝井堰など）では、魚を魚道

の入口に誘導するよう河道を工夫するなど、より魚が生息しやすい環境整備が求められる。 

 

5）自然の営みの回復と補完 

  洪水などに対する防災に備えると同時に、増水やフラッシュなど自然の川の営みを少しでも回復す

る方策としては、本堤防の機能を強化して洪水に備え、低水護岸を撤去あるいは低水敷の幅を広げて

川が自由に流れる範囲を広げることが将来的に望ましいと考えられる。 

  川の自然の営みによる効果が期待できない場合は、可能なかぎり人力で補完する必要があるが、す

べてを補完することはマンパワーや予算的に困難なため、優先的に取り組む場所や方策について見定

めることが必要になる。 

 

6）市民協働による取組み 

 河川の自然環境保全のためには、市民との協働が欠かせない。既存の「石川河川公園自然ゾーン計

画･運営協議会」や「南河内ほわ～っと流域ネットワーク」などと連携しながら、市民への啓発や自

然環境保全活動などの取組みを進めていくことが重要である。特に、前記協議会には富田林市も委員

メンバーとなっており、今後の連携強化が望まれる。 

●セイタカヨシ群落の再生（高茎草地） 

年 1 回の草刈り 

※冬期の休眠期に地上部を刈り取ること

で翌春の新芽の伸長を促す。 

●草地育成（膝高程度） 

年 3 回の草刈り 

周囲のセイタカヨシの圧迫感の

軽減や防犯の観点からの草刈り 
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●アドプト・リバー・プログラムの概要と目的 

 

 大阪府では、府民の皆さんとともに、地域に愛され大

切にされる川づくりをめざしています。そこで、自発的

な地域活動を河川の美化につなげる「アドプト・リバー・

プログラム」を、平成１３年７月から、地元市の協力の

もとでスタートしました。 

 「アドプト・リバー・プログラム」の「アドプト」と

は、「養子にする」という意味です。   

 このプログラムは、地域の団体等に河川の一定区間の

美化活動を継続的に行っていただくもので、河川管理者

（各土木事務所など）、参加される団体、及び地元市町村

の三者で、参加団体の美化活動の内容や、河川管理者・

市町村の協力・分担内容などを定めて協定を結ぶもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜富田林市での取り組み（富田林土木事務所）＞ 

 ●アドプト・リバー・佐備川（佐備川） ／ 富田林自然に親しむ会 ／ 協定締結日 H14,7,22 

 ●アドプト・リバー・伏見堂（石川）  ／ 伏見堂地域協力委員会 ／ 協定締結日 H19,2,2 

 ●アドプト・リバー・蛍の郷（佐備川、宇奈田川）／佐備川・宇奈田川環境保護委員会 ／ H19,8,23 

 ●アドプト・リバー・Ｎｍ２８（石川） ／ 錦織地区及び駅前周辺まちづくり協議会 ／H22,7,7 
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●石川河川公園パンフレット（1） 
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●石川河川公園パンフレット（2） 
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●石川河川公園パンフレット（3） 
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●石川河川公園パンフレット（4） 
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●石川河川公園自然ゾーン計画・運営協議会 委員等名簿 

 

＜委 員＞ 

 

学識者 大阪府大 会長 

府 民 

NPO、 

自然保護活動団体等代表 

南河内ほわ〜っと流域ネットワーク 

石川自然クラブ 

富田林の自然を守る会 

地域住民代表者 

富田林市桜井町一・二丁目 町総代 

富田林市喜志町一・二丁目 町総代 

羽曳野市希望ヶ丘町会 区長 

羽曳野市広瀬町会 区長 

羽曳野市広瀬太閤園 区長 

行 政 

富田林土木事務所 

所長 

維持管理課 

建設課 

都市みどり課 

都市整備部 公園課 府営公園グループ 

指定管理者 石川河川公園指定管理グループ 

富田林市 産業環境部 みどり環境課 

羽曳野市 土木部 道路公園課 

 

＜オブザーバー＞ 

 

学識者 （工学院大） 

富田林土木事務所 

維持管理課 管理グループ 

建設課 河川砂防グループ 

維持管理課 環境整備グループ 

 

学校関係代表者 

 

 

富田林市立喜志小学校 校長 

羽曳野市立西浦東小学校 校長 

富田林市立喜志中学校 校長 

大阪府立懐風館高校 校長 

 

＜事務局＞ 

 

富田林土木事務所 都市みどり課 
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●南河内ほわ～っとネットワーク（ＨＰ） 
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●カヤネズミについて（石川河川公園資料より） 

 

カヤネズミという生き物をご存知ですか？ 
（学名：Micromys minutus） 

 

頭胴長（鼻先から尾の付け根まで）約 6cm、尾長（尾の長さ）約 7cm、体重 7～8 グ

ラムの日本で一番小さなネズミです。背中はオレンジ色、腹部は真っ白でとても愛らしい

姿をしています。 

主に休耕田や河川敷、草原に生息し、そこに生えているススキ、オギ、チガヤなどイネ

科の葉を利用して、直径 10cm くらいの球形の巣を作ります。巣に使われる葉は生きてお

り、周りの植物と同じ色をしているため、上手にカモフラージュされています。彼らはこ

の巣で出産・子育てをし、また休息場所として利用しています。 

 しかし最近、河川の工事や、新しい道路・ゴルフ場の建設などでカヤネズミの生息地が

どんどん奪われています。田畑のあぜ道や休耕田に生えているススキの群生も、カヤネズ

ミの大切な生息地ですが、農家の方が刈り取ってしまうため、住みかを失いつつあります。

都市部に近い郊外では、姿はおろか、巣を見つけるのさえ難しい状況です。私は 1998 年

からカヤネズミの生態を研究していますが、彼らを取り巻く環境は確実に悪化していると

感じています。  

カヤネズミは、ドブネズミのように人家に侵入して悪さをしたり、ハタネズミのように

畑にトンネルを掘って作物に被害を与えたりはしません。彼らはオヒシバやエノコログサ、

バッタやイナゴを食べて暮らす、おとなしい生き物なのです。 

  こんなに小さくてかわいらしく、無力な生き物が、私たち人間の活動によって住みかを

奪われて消えていくことは、とても悲しいことだと思います。もしカヤネズミの姿を見か

けたり、巣を見つけたときは、どうかさわったりせずに、そっとしておいてやって下さい。 

 

全国カヤネズミ・ネットワーク（代表 畠 佐代子）ホームページより 

写真：寺川裕子 ／ イラスト：福田裕 
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●外来生物法の概要（環境省ホームページより抜粋） 

28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査・提案   「富田林の自然を守る市民運動協議会」 

報告書まとめ  「特定非営利活動法人 里山倶楽部」 




